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Abstract

h study of language plaming has developed as a flcld of inquiry which investigates

intentional interventions in language.But ttt dualお ic distinction of“lanuge

pl祖血ぜ'and“lanwage atti耐 'has often tad rescarchers to overlook h importance

of o―present microbvel interventiolls in language.After having co― ed the

満 itrariness ofttis dichotomyp this paperpresents as a possible altemtive ale l.。 ry of

`language managettt'',which pro宙des a lnore comprehens市e tamewぼk口 に

examination of dle main idcas of“ language lnanagement'' 山Юory suggests hat the

diference bemeen h ●″O paradign∬  of `language plaming" and ``language

managemmぜ 'is not lnerely a matter of approach or focus but roo“ d in difFerent

conceptions oflanguage.
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1. はじめに

言語政策研究は、言語への人間の働きかけを扱 う分野として発達し、これまで多

くの事例研究が積み重ねられてきた。これは、世界各地で国家やさまざまな運動が

言語を明示的に政策課題としている事情を受けたものといえよう。しかし、言語政

策研究は、「言語政策」としてあらわれる現象をとりあげて分析するだけでよいのだ

ろうか。「言語政策」は研究分野としてそれほど自明のものなのだろう力、人間の言

語活動 のの総体から特定の言語活動のみを切 り出して分析することによつて、言語

政策研究は、結果として自らの研究対象を見誤つてきたのではないだろうか。この

ような問題意識に基づいて、本稿は言語政策研究の言語観を考察する。「言語政策が

行われているからそれを研究する」という単純な対象把握をこえて研究を深化させ

るための問題提起を試みたい。

はじめに、従来の言語政策研究にみられる三分法的な言語把握を指摘し、その限

界をこえる枠組みとして言語管理の理論をとりあげる。そのうえで、それぞれの対

象接近法 (アプローチ)の背後にある言語観のちがいを考察し、今後の研究の方向

性を提起する。

これまでの言語政策研究では、しばしば言語政策の担い手や受け手となる人々の

言語観が考察されているが、管見のかぎり、言語政策研究者自身の言語観が問題に

されることは多くなかつた。そのなかで、言語政策研究 (者)の言語観を中心的な

主題とする近年の論考として糟谷1999や山田1999を あげることができる。前者は、

従来の言語 (政策・計画)研究の言語観にみられた、言語政策を特殊視する「認識

論的自然主義」を問題にする点で、後述のように言語政策研究の枠組みを広げよう

とする本稿 と問題意識を共有するが °、言語管理の理論にはふれていない。他方、

後者はエスノメソドロジーの観点から言語管理の理論をとらえなおすことを主眼と

しており、従来の言語政策・計画論との言語観の相違は導入的にふれられるにとど

まつている °。これらに対して本稿では従来の言語政策研究と言語管理の理論を比

較することによつて両者の背景にある言語観のちがいを明らかにすることをめざす。

2. 言語政策研究における言語活動の三分法的理解

言語政策およびその実践段階としての言語計画の研究の発展史をふ りかえる
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と、国家を中心とする言語計画の研究から、さまざまな組織、さらには言語計画

を行 う特定の個人までを射程に入れる方向で研究の幅が広がってきたといえる。

言語計画研究の概観を示すカプラン/ボル ドフは次のように述べている。

「過去 2、 30年に言語政策や言語計画の実践について学ばれてきたことは

国家・超国家レベルの大規模な状況 一 巨構造的な環境 ― に適用された。

ここ数年はその知識が微構造的環境 ― 個々の町や経済 。社会活動の特定部

門など ― に適用されてきた。限定された組織における言語計画の機能や目

的への関心が増大 している。」 (Kaplan/Baldauf 1997:117)

もはや、言語政策研究において、言語政策・言語計画の担い手として国家 (や

自治体などの地方政府)のみを考えているようでは不十分であることが明らかに

なつているといえよう。 しかし、拙稿 (木村 2001)で指摘したように、依然とし

て言語政策研究を特徴づけるのは、言語計画的な行為をいわば特別な行為として、

言語活動の総体から切 り出して扱 うということである。その一方で、日常的な言

語活動の大部分は「言語態度」として別枠で研究が行われている。このような二

分法的な対象接近の結果、あたかも言語活動には二種類あるかのような言説が生

産されている。代表的な言語政策研究者の例をみてみよう。クルマスは「言語計

画と態度」と題された社会言語学誌の特集号の巻頭言で言語変化の種類について

次のように述べている。

「利害集団や政府の意図的な努力によって起こる[言語]変化がある。それら

は言語計画の結果である。別の [言語変化]は言語や言語変種に対する態度の

帰結であって、社会的 。政治的条件の変化から発 している」(Coulmas 1988:5)

これは、言語計画と言語態度を区別する社会言語学の常識的な見方といえよう。

またカルヴエは「生体の中(in vivo)」 と「実験室の中(in vitrO)」 という二種類の

言語活動を区別する (カルヴェ2000:60-62)。 前者は日常的な言語活動の実践であ

り、後者はそのような実践べの介入として説明される。カルヴェが用いる表現は個

性的だが、言語活動の分析に導入している三分法は社会言語学のなかで目新しいも

のではなく、事実上、「言語政策」と「言語態度」の区別に対応している。
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このような言語活動の三分法的理解は、しばしば「自然」と「人為」という含意

をもつている。いわば、言語が「あるがまま」の自然な言語態度にまかされるべき

ではないと判断されたとき,人為的に行われるのが言語計画ということになる。こ

のような言語観は次のような言語政策の定義に如実に表れている。

「言語政策とは、国家、政党、種々の圧力団体や報道機関などが、言語の自然

な発展過程を意識的に変動させようとする行動を意味する」 (ネ ウス トプニー

1996:425;強調は木わ

言語政策に関する文献にしばしばみられる、「自然」な過程への「人為的」な介

入という図式は一見、言語政策を分析するための妥当な理解に思える。このことに

よつて、言語政策という活動が特定されるからだ。しかしこの区分は、研究対象を

設定するための手段としては根本的な問題をはらんでいる。筆者が主に関わつてき

た少数言語研究をてがかりにして考えてみよう。

少数言語の動向について、「自然」と「人為」の対比は、「自然な同化」と「人為

的な言語維持」という形をとつて表れることが多い (木村 2001)。 端的な例をあげ

ると、近年の、言語政策をもとりあげる言語学の教科書には次のような課題が登場

する。

「消滅の危機に瀕している言語を守るべきか、自然にまかせるべきか、グルー

プに分かれてディベー トしてみよう。」 (飯野ほか 2003:133)

ここでは、それ以上定義することなく、「守る」こと (=「人為」)が 「自然」と

対置させられてお り、言語消滅が「自然」であることが暗黙の前提となつている。

同化をもたらす諸政策や社会的圧力は不思議なことに「自然」の側におかれ、あら

かじめ「人為」から除外されている。このような、少数言語維持の動き (のみ)を

「人為」とみなす言辞に関しては、次のような反論が示唆に富んでいる。

「[ク リスティー・]デイヴイス教授によると、彼はこの言語 [カ ムリー (ウ ェー

ルズ)語]を殺すつもりはない。ただ自然な死がゆるされるようにしてほしいだ

けだという。つまり、彼が言いたいことは、カムリー語を救うための 「人工的
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な」助成がなければカムリー語は衰退し、死に絶えていくだろうということa

この区別は、私には完全にみせかけにみえる。

過去 200年にカムリー語を侵食 してきた力は、近年、カムリー語に新しい生

命を吹き込んできた動きと少なくとも同じくらい人間によるものであり、人工

的である。」(Basini 1997:11)

ここでは、少数言語に関してみられる「自然」と「人為」の区別がきわめて恣意

的であることが指摘されている。ここで批判されている安直な三分法は、同化を

もたらす言語ヘゲモニー (糟谷 2000)へ のナイーブな姿勢に基づくと考えられる。

つまり、より強力な権力作用が無徴のものとして自然化されている反面、それに

抗 う、相対的に弱い権力作用が有徴化され、「人為」として特定されるのである。

では、この恣意性は、この場合の分け方に特有の問題なのだろう力、一見、ここ

での問題は少数言語維持志向の動向のみを「人為」とみなすことによるのであっ

て、同化志向の動向も「人為」に含めれば区分の恣意性の問題は片づくようにみ

える。しかし、仮にそのように「人為」を切 りわけたとして、そのあとに残る「自

然の流れ」に注意深 く目をむけたとき、そこに見出されるのは、能動的な言語政

策的な言語活動とは別種類の言語活動としての受動的な「言語態度」なのだろう

力、 見方を変えれば、「自然な流れ」のなかにさまざまな集団や個人による無数の

能動的な言語政策的な営みを見出すことも可能である。。つまり、いずれも人間の

言語活動の結果である言語状況の変化を、「自然」な (態度による)推移と「人為

的」な (政策などによる)推移に客観的に分けることにはそもそも無理がある。

結局、少数言語の動向に関してみられた三分法の恣意性は、言語活動を三分する

こと自体の恣意性がきわだつたものにすぎないと考えられる。

しかるに、従来の言語政策研究のとらえ方に基づくかぎり、言語政策的な行為

は日常的な言語活動と断絶した特別な言語活動として区別できるかのように理解

される。そして上述のとおり言語政策研究は、「人為的」とみなされた言語活動を

主たる研究対象とする分野として成立してきた。他方、「自然な流れ」のなかにあ

る話し手の意志や思いは言語政策研究の主たる対象 (関心?)からはずれてしま

う。ここには研究の便宜上の区分 ということではすまない問題がひそんでいる。

クルマスは、言語政策があからさまになると住民が例外なく抵抗を示すことを指

摘 しているが (ク ルマス 1987:33)、 これは、言語政策があたかも (それ自体で
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意思をもたないものを対象とする)土木工事やそれこそ自然な流れを人工的に改

変する河りII工事かのように構想されてきたことの必然的な帰結ではないだろう力Ъ

それに対して、言語政策研究が現実に対して有効な提言をなしうるためには、い

わゆる「言語政策」がどのように行われてきたかということばかりではなく、「自

然な流れ」をも重要な関心事にしなければならないといえよう。そのために言語

政策の概念をより広い枠組みでとらえる試みとして、次に紹介する言語管理の理

論をあげることができる。

3. 言語管理の理論

前章で述べたような従来型の言語政策論に対する疑問から生まれたのが、ネウス

トプニーやイェルヌ ドによつて提唱された言語管理(language management)の理論

である (参考文献参照)0。 ここで使われている「管理」は誤解を招きやすい表現

だが、「管理教育」のような上からの統制というよりは、「健康管理」に近い意味と

して理解されている (御 |1/ネ ウス トプニー1999:90)。 わたしたちは日々、健康を

管理するように、言語を管理 しているということである。ここでは言語管理の理論

の主な特徴を概観 しよう。イェルヌ ドは言語管理モデルの問題関心について次のよ

うに説明する。

「言語管理モデルは言語問題が人間の言語使用から,すなわち談話から生まれ

るさまを説明しようとするのに対してフィッシュマン[木村注 :著名な言語政策

研究者ジョシュア・フィッシュマン]らの定義するところの言語計画は政府のよ

うな[政策]決定者を自明の出発J点 にしている」(Jernudd 1993:133)

すなわち、一般的な言語政策論が「上からの」政策や計画の分析を中心とし、そ

こでとりあげられる政策に関連する限りにおいて微視的な言語態度に注意を向ける

のに対して つ、言語管理の研究は具体的な状況における言語活動の観察からはじま

る。これは、「[言語]使用者が直接にとりあげられず、せいぜい、政治的な過程の匿

名の参加者として間接的にとりあげられるにすぎない」(Jernudd 1993:138)従来の

研究と大きく異なるといえる。「自然な流れ」を密かに前提にしてしまいがちな言語

政策研究に対して、具体的な言語使用の場から「言語問題」を考察する言語管理の
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理論は、より現場に即した分析および提言を行 うことができると考えられるの。

また言語管理の理論においては言語管理の過程が中心的な位置を占める。その過

程は基本的に以下のように説明される。

1逸脱がある

2それが留意される

3留意された逸脱が評価される

4評価された逸脱の調整のための手続きが選ばれる

5その手続きが実施される

言語管理の研究においては、このような過程によつて、個人から政府まで、さま

ざまなレベルでの言語管理が分析 されることになる。この過程に関して各レベルに

本質的な差はないとされる。ネウス トプニーによれば、「組織的な管理の過程は、基

本的な単純な管理の過程の複雑版なのである」 (Neustupn,2002)。 こうして、いわ

ゆる言語政策も日常的な言語態度も同一線上に位置づけられるのである。前章で述

べたように言語計画のパラダイムにおいては政策ないし計画と、その受け手側の態

度が分けられてきたが、言語管理の理論は、いわば言語計画を言語態度の領域にま

で拡張したといえる。換言すれば、言語政策と言語態度を分けるのではなく、言語

態度の中にもいわば微視的な言語政策が存在するととらえるのである。また実践と

介入をわけるのではなく、実践のなかに言語への介入をみいだすのである。すなわ

ち、言語管理の理論によれば、言語活動に「言語計画」と「言語態度」の二種類が

あるというのは錯覚であることになり、三分法は雲散霧消するのである 0。 「言語政

策はどのように言語態度を変えることができるのか」という、恣意的な二項対立に

依存する問いのたて方をこえて、さまざまなレベルの言語活動を包括的に考察でき

るのが言語管理の理論の利点といえよう。

その他、従来の言語計画と言語管理の理論の違いとしては、前者が狭い意味の言

語を対象にするのに対 して後者はより広く相互行為の中に言語を位置づけているこ

と、また前者が言語問題を客観的に解決できると想定するのに対 して、後者は、言

語問題の処理には利害関係 (研究者 自身の価値観を含む)が強い影響を及ぼすため、

科学的に「正しい」解決はないとすることなどが提示されている。。
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4. 言語観の相違

言語管理の理論 とそれ以前の言語計画論の相違は,単に視点や対象接近法のち

がいとして理解されやすい。 しかしその背景には言語観の相違があると考える。

本章では、今後の研究の方向性を考えるための前提として両者の言語観の基本的

な違いを整理する。その違いは主に二つあげることができよう。

まず、言語の存在論に関する相違がある。従来の言語政策研究の言語観では、

話 し手の言語態度の結果として既にある言語に対する介入が言語政策であった。

しかし、言語管理の理論においては、言語への働きかけ (「介入」)が微視的な場

から巨視的な場まで想定される。そして微視的な状況での言語問題の管理が、よ

り大きな組織や国家などの言語管理の原型とみなされるのである。言語は所与の

実体として扱われるのではなく、言語活動によつてたえず構築され修正され うる

ことが理論的に組み込まれているといえる。

もう一つは、言語への意識性に関する違いである。従来の言語政策の言語観で

は、言語への意識的な働きかけが言語政策や言語運動として取りだされる。その

背後には、言語活動が通常はなるべく意識されないものだという前提が暗黙のう

ちに想定されていたといえよう。それに対して、言語管理の理論ではt言語への

気づきが通常の言語活動の一部としてくみこまれている。言語イデオロギーの研

究も示すように(Schieffelin et al.1998)、 私たちは、日常の言語生活におい

て、自分についても他者についても、決して (狭義の)意味内容のみを意識する

のではなく、その言語使用形態にも相応の注意をはらつて言語活動を行つている。

イェルヌドは言語変化について次のように述べて、言語変化が通常気づかれない

とする考え方に疑問をなげかけている。

「個人が言語の特定の特徴に、少なくとも談話過程における短期記憶として、

注意をはらうことなくして、人々が言語特徴の使用を変えることはないだろう」

(Jernudd 1993: 134)

そして、組織や国が行う言語政策も、このような微視的な言語問題への「気づ

き」や対処と本質的に異なる現象ではないのである。言語意識に関しても、談話

における言語管理がいわゆる言語政策の原型をなしているとい うことができる

-8-



だろう。

以上、二つの点をとりあげたが、結局、従来の三分法的な言語政策研究は、言

語への人間の働きかけを扱うと標榜しながら、無意識に使用される所与の実体と

して「介入」以前の言語をとらえる言語観によつて、言語活動から人間を疎外す

る側面があつたのではないだろう力、介入以前にありのままの言語があるという

従来の見方の問題を「所与性の誤謬」と呼ぶならば、言語に注意が向けられない

のが自然な言語使用であるという言語観の限界を「無意識性の誤謬」と呼ぶこと

ができよう。言語管理の理論は、言語活動の三分法的理解を支えるこの二つの誤

謬をこえた言語観に則つていると考えられる。

前章末尾でみた言語管理の理論のその他の特徴も、このような言語観の相違か

ら説明できる。従来の言語計画の言語観においては言語がある種の実体とみなさ

れたため、言語のみを対象とすることが可能であつたのである。一方、言語管理

の理論では言語活動が人間の社会的行為の一環とみなされるからこそ、そこに働

く利害関係を必然的に考えふくめなければならないのである。

カルヴェは、言語政策の理論上の大きな課題として「人間はどの程度まで一つ

の言語のコーパスや複数の言語間の関係に介入できるのか」 (カルヴェ 2000:

147)と いう問いをあげている。この問いに対して、言語管理の観点からは、一

歩進んだ問いかけをもつてこたえることができよう。「問題は、人間がどの程度

まで介入できるかではない。人間はすでにたえず言語に介入しているのである。

問題は、誰が何をめざしてどのように介入するかである」と。

5. おわりに

前章までに、従来の言語政策研究の問題および代替案としての言語管理の理論

をとりあげ、その背景に考えられる言語観の違いを検討 した。最後に、以上をふ

まえて、言語管理の理論による研究の方向性について考えたい。言語使用の現場

から出発することをうたう言語管理の理論は、言語政策研究者をより困難な課題

の前にたたせるが、成果もその困難にみあう、より大きなものであることが期待

される(Neustupn,1994:56)。 ネウス トプニーは、言語管理の研究者ができるこ

ととして、以下の 10点をあげている (ネ ウス トプニー 1999:4)。
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管理のために必要である記述的な基礎的事実を提供すること。

言語問題になりうるような項目を特定し問題の性質を明記すること。たと

えば、二重言語文化状態、接触場面、習得の場面など。

現在どのような管理が行われているか、確認すること。

既存の提言への対案を探ること。

提案と対案の結果を予想すること。 (た とえば、少数民族の言語権利を抑

圧することは、歴史的な例を見ると、成功するケースがすくない。)

インタレス ト、権力、アイデンティティの問題などを明記し、詳述するこ

と。

自分のインタレス トが何であるか意識しない、あるいはできないグループ

があるので、その意識の形成を支援すること。

普遍的な提言を探ること。

環境別の提言を提供すること。

いろいろな管理の共存を考えること。

これ らの点は言語管理の研究の可能性を示しているが、当事者の「気づき」を

含んで言語が常に話し手によつて調整されているという、前章で検討した言語管

理の言語観をふまえると、一つのことを強調しておく必要があろう。すなわち、

各レベルの言語管理に関する提言の形成 。実施・評価に際しては当事者の能動的

な参加を不可欠な要素として含むべきだということである。これは、 2章であげ

た、河川工事の比喩で語ることができるような言語政策論から抜け出すことにつ

ながるだろう。これからの言語管理研究は、あえて同様の比喩を用いるならば、

土木工事よりはむしろ、当事者参加を有機的に組み込む方法を発達させてきた都

市計画 。まちづくり (林編著 2000、 箕原編著 2000)の方向に近づいていくべき

だと考える。

注
。本稿は、本村 [準備中]の問題意識を述べた章 (1、 2章)の うち、言語政策研究

に関する部分をとりあげて敷街したものである。言語の「人為性」をめぐる問題お

よび本稿の問題意識に基づく研究実践の試みについては同書を参照されたい。
の本稿では、「言語活動」を、言語使用やメタ言語的言及を含む言語に関する行為

の総称として使用する。
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の糟谷は次のように述べている。
「言語政策は、言語そのものの本性にとってけっして付随的なことがらではなしヽ。
ちょうど音韻論や形態論が言語体系のそれぞれのレベルにおける言語の本性の研究
であるように、言語政策を対象にすることによって、言語に本性的に内在する社会
的権力の相に光をあてることができるのである。ただし、そのためには「言語政策」
の概念を従来よりひろくとらえる必要がある。」 (糟谷 1999:75)
° 言語計画論が言語のみを対象にするのに対して言語管理の理論は言語活動を人

間の相互行為のなかに位置づけているということ (本稿で後述する)が言語観の相
違としてあげられている (山 田 1999:60-61)。
めたとえば、どのような言語選択やことば遣いを肯定的/否定的に評価するか、ど
のような異言語をどの程度学ぶかなどを個人の言語政策的な営みの顕著な例として
とらえることができよう。
のこの理論がどのような背景から生 じたかについては、ネウス トプニーの自伝的論
文 Neustupn,1997参照。
つたとえば言語教育政策と言語態度についての展望論文では次のように述べられて
いる。
「教育政策の措置が (・

・・)そもそも、またどの程度、言語に対する態度を強めたり、
さらにはつくり出した りすることができるのかについて、注意が向けられなければ

ならない。」(Christ 1997:10)
0ネ ウス トプニーが、日本のローマ字の問題についてあげる例が言語管理の理論の
立場としてわかりやすいだろう。
「解決策をたてる委員会が日本語のローマ字の使用についてどう考えるかではなく、
ローマ字を使 う人間 (それは外国人を含む)が、実際の使用場面でどのような問題
を認識 しているかが、言語問題処理の基礎データにならなければならないのである」
(ネ ウス トプニー1999:1)

ただし、具体的状況から出発することを過度に強調 して巨視的な次元を考察する意
義を軽視することの危険性については木村 [準備中]参照。

"言語計画と言語態度を、言語計画は他者に対するものであるのに対して言語態度
は自己に向けられたものだと理解することも考えられるが、この区分も実際にはな
りたたない。他者の言語使用に対する言語態度や、自らに向けた言語計画 (た とえ

ば言語運動)を想起せよ。
1の ここであげたような両者の相違点はネウス トプニー1995:71に 一覧表としてまと
められている。いうまでもなく、言語政策の研究が、ここで言語管理の特徴として

あげられた観点を含むことは可能であるし、逆に言語管理を扱 うと銘打つた研究が

言語管理の特徴としてあげられた諸点を含まないこともあるだろう。個々の研究が

はつきりと分類されるわけではない。 しかし、言語政策研究に実際、どれだけ言語

管理の理論で提起された視点があったかはやはり問われなければならないだろう。
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